
Inform
ation

暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

　
市
で
は
、
J
R
成
田
駅
や
京
成
成
田

駅
周
辺
に
あ
る
有
料
駐
輪
場
の
令
和
6

年
度
利
用
申
請
を
3
月
10
日
㈰
か
ら
受

け
付
け
ま
す
。
3
月
10
日
の
午
前
中
は

混
雑
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
最
少
人
数

で
分
散
し
て
来
庁
を
お
願
い
し
ま
す
。

控
え
た
物

◦
原
動
機
付
自
転
車
の
ナ
ン
バ
ー
と
車

体
の
色
を
控
え
た
物

◦
J
R
成
田
駅
西
口
駐
輪
場
の
ゲ
ー
ト

内
を
利
用
し
て
い
る
人
は
I
C
カ
ー

ド
◦
同
居
し
て
い
る
家
族
以
外
の
代
理
人

が
申
請
す
る
場
合
は
委
任
状

使
用
料
の
免
除
＝
次
の
人
は
使
用
料
が

免
除
と
な
り
ま
す
の
で
、
証
明
で
き

る
物
を
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い

◦
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
人

◦
残
留
邦
人
な
ど
に
対
す
る
生
活
支
援

給
付
を
受
け
て
い
る
人

◦
身
体
障
害
者
手
帳
・
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
・
療
育
手
帳
・
被
爆
者

健
康
手
帳
の
い
ず
れ
か
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人

◦
18
歳
未
満
の
子
を
扶
養
し
て
い
る
配

偶
者
の
い
な
い
人
と
そ
の
人
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
18
歳
未
満
の
子

◦
特
定
疾
患
な
ど
に
よ
り
長
期
に
わ
た

り
治
療
を
必
要
と
す
る
人

※
申
請
は
1
人
1
台
限
り
で
す
。
駐
輪

場
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。
く
わ
し

く
は
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐
1
5
2 

7
）へ
。

一
時
保
育

利
用
料
の
一
部
を
補
助

　
市
で
は
、
一
時
保
育
利
用
料
の
一
部

を
年
4
回
に
分
け
て
補
助
し
て
い
ま
す
。

対
象
＝
市
に
住
民
記
録
が
あ
り
、
保
育

園
な
ど
に
通
っ
て
い
な
い
未
就
学
児

の
保
護
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当

て
は
ま
る
人

◦
生
活
保
護
受
給
世
帯

◦
市
民
税
非
課
税
世
帯

◦
市
民
税
所
得
割
額
が
7
万
7
、
1 

0 

1
円
未
満
の
世
帯

対
象
と
な
る
利
用
料
＝
1
〜
3
月
分

申
請
書
配
布
場
所
＝
保
育
課（
市
役
所

2
階
）

申
請
方
法
＝
3
月
15
日
㈮
〜
29
日
㈮

（
当
日
消
印
有
効
）に
申
請
書
と
必
要

書
類
を
直
接
ま
た
は
郵
送
で
保
育
課

（
〒
2
8
6
‐
8
5
8
5 

花
崎
町
7 

6 

0
）へ

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
6
0 

7
）へ
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

切
り
替
え
て
負
担
軽
減
を

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬

品
）は
、
新
薬
の
特
許
期
間
経
過
後
に

新
薬
と
同
じ
有
効
成
分
で
作
ら
れ
た
安

価
な
薬
で
す
。

　
市
で
は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に

関
す
る
差
額
通
知
を
3
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
。
こ
の
通
知
は
、
現
在
処
方
を

受
け
て
い
る
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
に
切
り
替
え
た
場
合
、
自
己
負
担
額

が
ど
の
く
ら
い
安
く
な
る
か
を
お
知
ら

せ
す
る
も
の
で
す
。

　
通
知
の
対
象
は
20
歳
以
上
の
国
民
健

康
保
険
加
入
者
で
、
自
己
負
担
額
が
一

定
額
以
上
軽
減
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る

人
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
‐

1
5
2
6
）へ
。

市
営
駐
輪
場

受
け
付
け
は
3
月
10
日
か
ら

日
時
と
会
場
＝
表
1
の
通
り

対
象
車
両
＝
自
転
車
、
原
動
機

付
自
転
車（
1
2
5
cc
以
下
。

J
R
成
田
駅
東
口
駐
輪
場
は

50 

cc
以
下
）

利
用
期
間
＝
4
月
1
日
〜
3
月

31
日

申
請
に
必
要
な
物

◦
住
所
が
確
認
で
き
る
物（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転

免
許
証
、
保
険
証
な
ど
）

◦
高
校
生
以
下
の
人
は
在
籍
を

確
認
で
き
る
物（
学
校
が
発

行
す
る
身
分
証
明
書
、
入
学

前
の
場
合
は
合
格
通
知
書
な

ど
）

◦
使
用
料（
表
2
の
通
り
。
釣

り
銭
の
な
い
よ
う
に
持
っ
て

き
て
く
だ
さ
い
）

◦
自
転
車
の
車
体
番
号
と
色
を

★

★

★

★
JR成田駅

京成成田駅

市役所 栗山駐輪場

（自転車のみ）
京成成田駅前駐輪場

JR成田駅東口駐輪場
（原動機付自転車のみ）

JR成田駅西口駐輪場

●

51

表1 日時と会場

表2 使用料（年間1台当たり）

期日 時間 会場 対象

3月10日㈰ 午前9時～
午後3時　

市役所6階
大会議室 市民

3月11日㈪から
（土・日曜日、祝日を
除く）

午前8時30分～
午後5時 市役所2階

交通防犯課
市民、

市民以外の人
3月24日㈰ 午前9時～正午

種類 市民 市民以外の人
一般 高校生以下 一般 高校生以下

自転車 3,140円 1,570円 6,280円 3,140円
原動機付自転車 5,230円 2,610円 1万470円 5,230円

広報なりた 2024.3.1広報なりた 2024.3.1 8



○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

業
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
化
学
肥
料
や
化
学
合
成
農

薬
の
使
用
量
を
原
則
5
割
以
上
低
減
し

て
い
る
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
や
生
物

の
保
全
に
効
果
の
高
い
営
農
活
動
に
対

し
て
補
助
金
の
交
付
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。
希
望
す
る
人
は
農
政
課（
☎
20
‐

1
5
4
1
）へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

認
可
外
保
育
施
設

利
用
料
の
一
部
を
補
助

　
市
で
は
、
国
の
指
導
監
督
基
準
を
満

た
し
た
認
可
外
保
育
施
設（
市
外
を
含

む
。
た
だ
し
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業

所
を
除
く
）に
通
う
未
就
学
児
の
保
護

者
に
対
し
、
利
用
料
の
一
部
を
年
4
回

に
分
け
て
補
助
し
て
い
ま
す
。

対
象
＝
市
に
住
民
記
録
が
あ
り
、
保
育

所
な
ど
の
入
所
基
準
を
満
た
し
た
未

就
学
児（
3
歳
に
な
っ
た
後
の
最
初

の
3
月
31
日
ま
で
に
あ
る
子
）の
保

護
者

対
象
と
な
る
利
用
料
＝
1
〜
3
月
分

申
請
書
配
布
場
所
＝
保
育
課（
市
役
所

2
階
）、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https: 

//w
w
w
.city.narita.chiba.jp/

dow
nload/page284000.ht 

m
l

）

申
請
方
法
＝
3
月
15
日
㈮
〜
29
日
㈮

（
当
日
消
印
有
効
）に
申
請
書
と
必
要

書
類
を
直
接
ま
た
は
郵
送
で
保
育
課

（
〒
2
8
6
‐
8
5
8
5 

花
崎
町
7

　
6 

0
）へ

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
6
0 

7
）へ
。

病
児
・
病
後
児
保
育
室

令
和
6
年
度
の
受
け
付
け
を
開
始

　
成
田
ナ
ー
シ
ン
グ
保
育
室（
押
畑
・

成
田
病
院
内
）・
め
だ
か
病
児
保
育
室

（
中
台
・
中
島
医
院
内
）で
は
、
病
気
や

病
気
回
復
期
の
子
ど
も
を
保
護
者
が
家

庭
で
看
護
で
き
な
い
場
合
に
、
一
時
的

に
保
育
し
ま
す
。

利
用
方
法
＝
利
用
日
前
日
の
午
後
6
時

ま
で
に
各
施
設
へ
連
絡
し
、
予
約
す

る
。
開
室
時
間
外
の
場
合
は
、
子
ど

も
の
名
前
と
症
状
、
連
絡
先
を
留
守

番
電
話
に
入
れ
る
。
予
約
し
た
後
、

利
用
前
に
各
施
設
の
医
師
の
診
察
を

受
け
る（
定
員
を
超
え
た
場
合
や
診

察
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
利
用
で
き

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

令
和
6
年
度
の
登
録
を
受
け
付
け
開
始

　
利
用
す
る
に
は
、
年
度
ご
と
に
登
録

が
必
要
で
す
。

　
母
子
健
康
手
帳
を
持
っ
て
、
各
施

設
・
子
育
て
支
援
課（
市
役
所
2
階
）・

市
立
保
育
園
の
い
ず
れ
か
で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
郵
送
で
の
手
続
き
を
希
望
す

る
場
合
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https: 

//w
w
w
.city.narita.chiba.jp/ko 

sodate/page137000.htm
l

）に
あ

る
申
請
書
を
子
育
て
支
援
課（
〒
2 

8 

6
‐
8
5
8
5 

花
崎
町
7
6
0
）に

送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
、
成
田
ナ
ー
シ
ン
グ
保

育
室（
☎
22
‐3
1
3
1
）、
め
だ
か
病

児
保
育
室（
☎
27
‐
3
4
5
4
）、
子

育
て
支
援
課（
☎
20
‐
1
5
3
8
）へ
。

し
尿
の
く
み
取
り

早
め
に
連
絡
を

　
引
っ
越
し
な
ど
で
く
み
取
り
が
必

要
・
不
要
に
な
っ
た
時
や
、
世
帯
主
な

ど
を
変
更
し
た
時
は
、
早
め
に
環
境
衛

生
課（
☎
20
‐
1
5
3
1
）へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

　
支
払
い
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
お

勧
め
し
て
い
ま
す
。
納
入
通
知
書
・
預

金
通
帳
・
届
出
印
を
持
っ
て
、
市
内
の

金
融
機
関
ま
た
は
郵
便
局
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

環
境
保
全
型
農
業

直
接
支
援
対
策
事
業

地
球
に
や
さ
し
い
取
り
組
み
を

　
国
で
は
、
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム

戦
略
を
策
定
し
、
環
境
に
や
さ
し
い
農

物資の在庫管理業務を支援

消防団員を激励（11日）

2月1日㈭〜15日㈭

市長日誌
市長日誌は市ホームページでも公開しています

1日

庁議
かとり農業協同組合との災害時
における物資の供給に関する協
定手交式

3日 成田山新勝寺・宗吾霊堂節分会
4日 成田市社会福祉大会

6日

成田国際空港騒音対策委員会
成田地区部会

「新しい成田空港」構想検討会
（Web会議）

7日
印旛沼環境基金理事会
印旛郡市広域市町村圏事務組
合議会定例会

8日 伝統芸能まつり実行委員会
「新・BS日本のうた」公開収録

9日 Air Japan（成田=バンコク線）
就航記念式典

10日 さつまいもマルシェ
地域包括ケア講演会

11日 消防出初式

15日 千葉県市町村総合事務組合議
会定例会

能登半島地震被災地への支援
　県では、能登半島地震の被災地である石川県珠洲市に対し、市町村などと
連携しながら支援を行っています。本市からもこれまでに1月22日～26日
に1人、1月31日～2月4日に3人、2月15日～19日に2人の職員を派遣し、
避難所運営の支援を行いました。
　また、皆さまから寄せられた義援金は、2月15日時点で日本赤十字社に
160万3,343円を、共同募金会に11万5,915円を送金しました。

広報なりた 2024.3.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です広報なりた 2024.3.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です9



暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

付
き
の
物
1
点
。
ま
た
は
保
険
証
、

年
金
手
帳
な
ど
2
点
）、
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド（
持
っ
て
い
る
人
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
で
き
る
こ
と

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
と
本
人
確
認

が
同
時
に
行
え
る
公
的
な
身
分
証
明
書

と
し
て
利
用
で
き
る
ほ
か
、
次
の
よ
う

な
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

◦
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
定
申
告
書
が

提
出
で
き
る
eイ

‐ー

Tタ
ッ
ク
ス

a
x
な
ど
の
利
用

◦
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や

イ
オ
ン（
成
田
店
を
含
む
一
部
店
舗
）

で
の
住
民
票
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、

課
税
証
明
書
、
非
課
税
証
明
書
、
所

得
証
明
書
、
戸
籍
謄（
抄
）本
・
戸
籍

の
附
票（
本
市
に
住
民
登
録
と
本
籍

が
あ
る
人
の
み
）な
ど
の
交
付

コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
お
得
に
利
用
で
き
ま

す
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
普
及
促
進

す
る
た
め
、
令
和
8
年
3
月
31
日
ま
で

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
手

数
料
を
1
0
0
円
減
額
し
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

暗
証
番
号
が
不
要
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
も

　
暗
証
番
号
の
設
定
や
管
理
に
不
安
が

あ
る
人
の
た
め
に
、
暗
証
番
号
が
不
要

な
顔
認
証
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
で

き
ま
し
た
。
こ
れ
は
本
人
確
認
書
類
や

健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
で
使
え
ま
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
う
こ
と

で
、
簡
単
に
行
え
る
手
続
き
が
増
え
て

い
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
は
郵
送

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
行
え
ま
す
。
申
請

書
が
手
元
に
な
い
場
合
は
、
市
民
課（
市

役
所
1
階
）で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
郵

送
で
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
郵

送
で
の
受
け
取
り
を
希
望
す
る
人
は
、

同
課（
☎
20
‐
1
5
2
5
）へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
た

人
は
、
交
付
通
知
書
が
届
い
た
ら
、
次

の
必
要
書
類
を
持
っ
て
同
課
で
受
け

取
っ
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類
＝
交
付
通
知
書
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
、
本
人
確
認
が

で
き
る
物（
運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
な
ど
官
公
署
発
行
の
顔
写
真

　
な
お
、
e
‐
T
a
x
や
コ
ン
ビ
ニ
交

付
サ
ー
ビ
ス
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課
へ
。

医
療
費
通
知

3
月
下
旬
に
送
付

　
市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
人
に
、
3
月
下
旬
に
医
療
費
通

知
を
世
帯
主
宛
て
で
送
付
し
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
11
・
12
月
に
国
民
健
康
保

険
で
受
診
し
た
医
療
費
の
総
額
と
窓
口

負
担
額
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
‐

1
5
2
6
）へ
。

多
量
の
ご
み
処
理

集
積
所
に
出
さ
な
い
で

　
引
っ
越
し
な
ど
で
多
量
に
出
る
ご
み

や
資
源
物
を
ご
み
集
積
所
に
出
す
と
、

周
囲
の
迷
惑
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
処
理
施
設
へ
直
接
持
ち
込
む
か
、
成

田
市
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許
可
業

者
へ
処
理
を
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
ご
み
の
中
に
は
雑
が
み
、
衣

類
・
布
類
な
ど
、
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る

資
源
物
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
正
し
い
分
別
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

処
理
施
設
へ
自
己
搬
入
す
る
場
合

◦
可
燃
ご
み
…
成
田
富
里
い
ず
み
清
掃

工
場（
☎
36
‐
1
6
8
9
）

◦
資
源
物
…
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ（
☎

36
‐
1
0
0
0
）

受
付
日
時
＝
月
〜
土
曜
日（
祝
日
を
含

む
） 

午
前
8
時
30
分
〜
正
午
、
午
後

1
時
〜
4
時
30
分

※
土
曜
日
・
祝
日
に
搬
入
す
る
場
合
は
、

前
日
ま
で
に
各
施
設
に
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推

進
課（
☎
20
‐
1
5
3
0
）へ
。

水
道
・
下
水
道

開
始
・
中
止
は
早
め
に
連
絡
を

　
水
道
・
下
水
道
の
使
用
開
始
・
中
止
、

名
義
変
更
、
口
座
振
替
の
申
し
込
み
は

ヴ
ェ
オ
リ
ア
・
ジ
ェ
ネ
ッ
ツ
㈱
成
田
営

業
所（
☎
22
‐
8
8
8
0
）に
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。
同
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（htt 

ps://w
w
w
.jenet 

s.jp/cs/index.cgi 

?area=06

）で
も
使

用
開
始
・
中
止
の
申

し
込
み
が
で
き
ま
す
。

　
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
区（
中
台
・
加
良

部
・
赤
坂
・
玉
造
・
橋
賀
台
・
吾
妻
）

は
県
営
水
道
の
た
め
、
県
水
お
客
様
セ

ン
タ
ー（
☎
0
5
7
0
‐
0
0
1
‐
2 

4 

5
）へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
、
水
道
に
つ
い
て
は
水

道
部
業
務
課（
☎
22
‐
0
2
6
9
）、

下
水
道
に
つ
い
て
は
下
水
道
課（
☎

20
‐
1
5
5
3
）へ
。

戸
籍
謄
本
な
ど
の
広
域
交
付

新
た
に
始
ま
り
ま
し
た

　
本
籍
が
市
内
に
な
い
場
合
で
も
、
市

民
課（
市
役
所
1
階
）ま
た
は
下
総
・
大

栄
支
所
で
、
戸
籍
謄
本
や
除
籍
謄
本
な

ど
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
取
得
で
き
る
の
は
、
本
人
の
ほ
か
、

配
偶
者
や
父
母
・
子
・
孫
な
ど
の
直
系

尊
属
・
直
系
卑
属
で
す
。

　
交
付
を
希
望
す
る
人
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
な
ど
の
官

公
署
が
発
行
し
て
い
る
写
真
付
き
の
本

人
確
認
が
で
き
る
物
を
持
っ
て
、
同
課

ま
た
は
下
総
・
大
栄
支
所
で
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
休
日
窓
口
サ
ー

ビ
ス
で
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

戸
籍
謄（
抄
）本
の
添
付
が
不
要
に

　
婚
姻
届
や
養
子
縁
組
届
な
ど
を
提
出

す
る
際
、
戸
籍
謄（
抄
）本
の
添
付
が
不

要
に
な
り
ま
し
た
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
☎
20
‐
1 

5 

2 

5
）へ
。

広報なりた 2024.3.1広報なりた 2024.3.1 10


